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平成１９年 第１回沼田町議会臨時会 会議録 

 

                      平成１９年 ５月  ７日（月） 

                      午前１０時０１分  開 会 

 

１．出席議員 

  議 長 ９番 杉 本 邦 雄 議員 

      １番 津 川   均 議員       ２番 横 山 忠 男 議員 

      ３番 高  田      勲  議員    ４番 大 沼 恒 雄 議員 

      ５番 絵 内 勝 己 議員       ６番 上 野 敏 夫 議員 

      ７番 橋 場   守 議員     ８番 中 村 保 夫 議員 

     １０番 渡  辺  敏  昭  議員 

    

 

２．欠席議員    な し 

 

３．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

  町      長    西 田 篤 正 君      監 査 委 員  山 木 一 男 君 

  教育委員長    植  木  和  美 君   農業委員会長  中  山      勝  君 

 

４．町長の委任を受けて出席した説明員 

   副  町  長    藤 間     武  君      総務課長     金 子 幸 保 君 

   地域開発課主幹 栗  中  一  弘  君    財政課長     辻 山 典 哉 君 

   農業振興課長 生  沼  篤  司  君     住民生活課長 辻   広 治 君 

建設課長    神   憲 彦  君      旭寿園園長    橋      英  則  君 

    和風園園長    浅  野  信  行  君 

 

５．教育委員会委員長の委任を受けて出席した説明員 

  教 育 長     松  田      剛 君       次  長     金  平  嘉  則  君 

 

６．職務のため、会議に出席した者の職氏名 

  事務局長    谷  口      勲 君     書  記   斉  藤  真  二 君 
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７．付議案件は次のとおり 

 

 （議件番号）    （件  名）      

仮議席の指定 

会議録署名議員の指名 

選挙第 １ 号    議長の選挙について 

会期の決定 

選挙第 ２ 号    副議長の選挙について 

議席の決定について 

選任第 １ 号    常任委員の選任について 

選任第 ２ 号    議会運営委員の選任について 

選挙第 ３ 号    北空知給食組合議会議員の選挙について 

選挙第 ４ 号    北空知衛生施設組合議会議員選挙について 

選挙第 ５ 号    北空知衛生センター組合議会議員の選挙について 

選挙第 ６ 号    北空知広域水道企業団議会議員の選挙について 

選挙第 ７ 号    深川地区消防組合議会議員の選挙について 

選挙第 ８ 号    空知教育センター組合議員の選挙について 

議案第２７号    監査委員の選任について 
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開 会   午前１０時０１分 

 

○議会事務局長（谷口  勲局長）おはようございます。事務局長の谷口でございま

す。本臨時会は一般選挙後、初めての議会です。議長が選挙されるまでの間、地方

自治法第１０７条の規定により、出席議員の中で年長の議員が臨時の議長の職務を

行うことになっております。年長の橋場  守議員をご紹介致します。 

 

（臨時議長あいさつ） 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）皆さん、おはようございます。ただいまご紹介さ

れました橋場  守です。町長始め、全議員の皆さん、激戦を戦って町民の皆さんの

信託を得て集まっておられます。本当にご苦労様でした。 

地方自治法第１０７条の規定により議長選挙が終わるまでの間、臨時に議長の職

務を行います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

（町長あいさつ） 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）ただいま、町長から挨拶の申し出がありましたので、

これを許します。西田町長。 

○町長（西田篤正町長）おはようございます。この席から失礼をさせていただきた

いというふうに思いますが、先ずもって、ご案内のように４月の２２日の統一地方

選挙におきまして、当選されました議員の皆さん方に心から当選のお祝いを申し上

げたいというふうに思っているところであります。また、私も３選目の挑戦をさせ

ていただきました結果、町民の皆さんの理解をいただきまして３期目、無事当選を

させていただきました。 

しかしながら、選挙中もお話し申し上げておりますように、この４年間、私共の

町にとっては非常に厳しい状況にあるのかな、そんなふうに思っているところであ

ります。もちろん、合併新法による市町村合併を始め、あるいは病院の問題、ある

いは沼田高等学校の問題、様々な問題を抱えての４年ということで、私にとりまし

ては、この前２期、８年間の任期中よりも更にその厳しさが増してくるだろうとい

うふうに思っているところであります。 

そうした状況の中でこの私共の故郷、沼田をどうやって発展させるか、あるいは

維持発展させるかということでありますけれども、様々な政策につきましては、６

月の政策予算を、是非ご理解をいただいて編成をさせていただきたいというふうに

思っているところでありますけれども、いずれにしましても、職員共々、この沼田

のために全力を投入をしまして町づくりのために努力をさせていただきたい、そん

なふうに思っているところであります。 

懸案する様々な事項につきましても、議会の皆さん方と共に協議をさせていただ
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きながら、行政と、私共執行する側と、議員の皆さん方との十分の理解の基に町民

の皆さんの理解をいただいて様々な事業展開を図っていきたい、そんなふうに思っ

ているところであります。色々な案件につきまして、それぞれの機会にまたご説明

を申し上げ、ご理解をいただく機会があろうかというふうに思いますが、いずれに

しましても町一丸となって、この沼田町の町をどうするかという、そういう大枠で

の議論が必要な時代になってきております。そうした意味で当選された議員の皆さ

ん方の温かいご理解をいただきまして町政の運営が十分、町民の皆さんに理解いた

だけるような、そういう開かれた町政であるように私自身も努力をさせていただき

たいというふうに思いますし、議員の皆さんのご理解をいただきたいというふうに

思います。 

向こう４年間、また色々な面でお世話になりますけれども、よろしくお願いを申

し上げまして、簡単でありますけれども、議員の皆さん方の当選のお祝いと、それ

から、これから４年間に亘ってのご協力、ご支援をお願い申し上げまして、ご挨拶

に代えさせていただきます。よろしくどうぞお願い申し上げます。 

 

（ 自 己 紹 介 ） 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）町長の挨拶が終わりました。次に恒例に従いまし

て、議員の皆さんの住所、指名、職業程度の簡単な自己紹介をしていただきたいと

思います。仮議席ではありますが、２番議員から順次登壇して自己紹介をお願い致

します。２番議員。 

○横山忠男議員   横山忠男です。恵比島、幌新、あるいは中央の皆さん方のご支援

をいただきまして、この度、当選致しました横山です。職業は農業でございまして、

どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）３番議員。 

○絵内勝己議員   北竜第３から出てきております、絵内勝己と申します。私は今回、

当面の課題と致しまして就業支援センターが大成功を収めるべく努力をしていきた

いし、また今、多くの反対の人方も多数まだいらっしゃいますけれども、その人方

がそんなになぜ反対したのだろうというふうに思われるような、そんな町政に 1 日

でも早くもっていきたい、そんなふうに思っておりますので、どうかよろしくお願

い申し上げます。 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）席に着きましたら順次お願いします。 

○杉本邦雄議員   おはようございます。共成で農業を営んでおります、杉本邦雄で

す。家族は８人家族でありまして、男２人です。なぜか孫に女ばかりということで

寂しさを感じております。また、今年から息子に経営移譲致しまして、出て行く時

には用事を知らせて、いない時間を知らせよと、こんなことで今年から従業員とい

うことでございます。よろしくお願い致します。 
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○津川  均議員   旭町で農業を営んでおります、津川でございます。今回２期目に

なりましたけれども、１期目で出来なかったこと、勉強出来なかったこと、是非、

２期目に向けてやっていきたいというふうに思いますので、よろしくお願い致しま

す。 

○上野敏夫議員   沼田第３で農業をやっております、上野敏夫と言います。沼田第

３という所は、中原野という所で私は生まれて農業をやっておりますので、色んな

ことで農業のことについて勉強して、この議会の中でも勉強したいと思います。 

家族は家内と子供３人、男２人、女１人でそれぞれ長男と長女は東京に行って住

んでおります。今後とも皆さんに色んなことを教えていただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願い致します。 

○中村保夫議員   東予から出ております、中村と申します。２期目になります。ど

うぞよろしくお願いを致したいと思います。 

東予という所は沼田町の１番東でありまして、日は東予から昇って参ります。東

予の心、東予の気風というものを沼田の町議会に持ち込んでいきたいというふうに

思っております。どうぞよろしくお願いを致します。 

○渡辺敏昭議員   更新から出ております、渡辺敏昭でございます。高穂スキー場の

１番近い家ということで、冬の間、皆さんからはちょこちょこ親しまれて来ていた

だいております。新人議員として１年目、皆さんの足手まといにならないよう、ま

たご指導いただきながら頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

○大沼恒雄議員   おはようございます。緑町１番６０号の大沼恒雄でございます。

あっという間の４期目ということで、また今回、皆様には色々とご迷惑をお掛けす

るかとは思いますけれども、ご指導ご鞭撻をお願い申し上げながら、ご挨拶と致し

ます。よろしくどうぞお願い致します。 

○高田  勲議員   ５町内でタイヤ店を経営しております、高田と言います。新人議

員であります。先輩議員の皆様、役場の職員の皆様には、よろしくご指導いただき

たいというふうに思います。何も分かりません、一生懸命勉強して頑張りたいと思

います。よろしくどうぞお願い致します。 

○橋場  守議員   橋場  守です。私は３６歳で初当選したのですけれども、その後、

１人交代をして１期休みました。それから出稼ぎをしていて、１回落選をしました。

今回、急なのですけれども、本来、選挙は１２回戦いました。良くやってきたもの

だなと思っています。これから、足がもつれないように皆さんの後を付いていきま

すので、どうぞよろしくお願い致します。 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）以上で議員の自己紹介を終わります。それでは、

説明員の側から自席で自己紹介をお願い致します。副町長から順次お願いします。 

○副町長（藤間  武副町長）おはようございます。皆さん本当に今回の選挙、当選

おめでとうございます。４月から名前が変わりまして副町長ということで、仕事は
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助役と同じでございますけれども、また皆さん方に色々とお世話になると思います

けれども、今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○総務課長（金子幸保課長）総務課長の金子です。どうぞよろしくお願い致します。 

○財政課長（辻山典哉課長）財政課長の辻山です。よろしくお願い致します。 

○地域開発課主幹（栗中一弘主幹）地域開発課、ＴＭＯ推進室長の栗中です。よろ

しくお願い致します。 

○住民生活課長（辻  広治課長）住民生活課長の辻です。どうぞよろしくお願い致

します。 

○建設課長（神  憲彦課長）建設課長の神  憲彦です。今後ともご指導の程、よろ

しくお願い致します。 

○教育長（松田  剛教育長）教育委員会の松田です。よろしくお願い致します。 

○教育委員長（植木和美委員長）教育委員長の植木です。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○代表監査委員（山木一男監査委員）監査委員の山木です。よろしくお願いします。 

○教育委員会次長（金平嘉則次長）教育委員会次長の金平と申します。よろしくお

願いします。 

○農業振興課長（生沼篤司課長）４月から農業振興課長に就任致しました、生沼で

ございます。非常に不慣れではございますが、よろしくお願い致します。 

○農業委員会会長（中山  勝会長）農業委員会の中山でございます。また色々とお

世話になりますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

○和風園園長（浅野信行園長）和風園長の浅野と言います。よろしくお願い致しま

す。 

○旭寿園園長（橋  英則園長）旭寿園園長の橋です。よろしくお願い致します。 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）以上で説明員の皆さんの自己紹介を終わります。 

それでは、ただ今から、平成１９年度第１回沼田町議会臨時会を開会致します。

直ちに本日の会議を開きます。                           

（１０時１５分開会） 

 

（仮議席の指定） 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）仮議席の指定について、日程第１、仮議席の指定

を行います。仮議席はただ今、着席の議席と致しますので、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

（会議録署名議員の指名） 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）日程第２、会議録署名議員の指名を行います。会

議録署名議員は、会議規則第 120 条の規定により、２番 横山議員、３番 絵内議
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員を指名致します。 

 

（ 議 長 選 挙 ） 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）日程第３、選挙第１号、議長の選挙を行います。

お諮り致します。選挙の方法について、地方自治法１１８条に基づいて選挙によっ

て選出する方法と、全議員に異議がない場合に指名推薦によって決定する方法も規

定されております。如何、取り扱い致しますか、お諮り致します。 

○大沼議員  議長。 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）はい。 

○大沼議員  指名推薦でお願いします。 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）９番議員より指名推薦の方法という発議がありま

したが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）異議なしと認め、地方自治法第１１８条２項の規

定により指名推薦したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）異議がなしと認めます。よって選挙の方法は指名

推薦にすることに決定しました。指名の方法については、如何、取り扱いますか。 

○中村議員  議長。 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）はい、どうぞ。 

○中村議員  ただいま、議長の選考について、指名推薦という形が決定をされまし

た。ここで私の方から議長にしたい方につき、推薦をさせていただきたいというふ

うに思いますが、皆さんの同意が得られれば推薦をさせていただきたいと思います。 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）７番議員から提案がありましたが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）異議ないものと認めます。それでは中村議員、お

願いします。 

○中村議員  賛同いただき大変ありがとうございます。沼田町議会の議長に、見識、

それから経験とも最適であると認識をしております、杉本邦雄さんを推薦を致しま

す。 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）ただいま７番議員より、杉本議員を議長に推薦す

ると発言がありましたが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）異議なしと認めます。よってただいま提案あった

とおり、指名を致します。議長に杉本邦雄君を指名致します。お諮り致します。た
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だいま中村議員より推薦がありました、杉本邦雄君を議長の当選人とすることにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）異議なしと認めます。よって、ただいま指名され

ました、杉本邦雄君が議長に当選されました。 

ただいま議長に当選されました、杉本邦雄君が議場にいらっしゃいますので、本

席から会議規則第３３条２項の規定により告知します。 

議長に当選されました杉本邦雄君から発言を求められておりますので、これを許

します。どうぞ、杉本議員。 

○議長（杉本邦雄議長）ただいま議長に選任されました、杉本邦雄です。元より非

力でありまして、その器ではありませんけれども、皆さん方のご協力、ご指導、ご

鞭撻をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

今回の選挙において、皆さん方も感じておると思いますが、町民と議会の信頼関

係、これらを満たすためには、私の考えでありますけれども、色んな調査活動、あ

るいは議員の議論、これを深める、こういったことを真剣にやりながら、その結論

を得る。その結論を得たものについては、議員、全員野球で町民の皆さん方とその

遂行をしていく。こういった姿勢が大事だというふうに考えております。このこと

については後日、皆さん方と協議をさせていただきたいと、このように考えており

ます。 

また、情報公開についても、私達が調査活動したものについては、十分町民に知

らせる。そういった中で、正確な情報の中で町民の議論も承ってくる。こういった

中身でこの議会を進めさせていただきたいと、このように考えております。よろし

くお願いを致します。 

なお、私事ではありますが、ちょっと私、右耳ですか、難聴でございまして、例

えば、ここに局長がおりますが殆ど小さな声では聞こえない状況で、皆さん方には

迷惑掛けますが、よろしくお願い致します。 

○臨時議長（橋場  守臨時議長）以上で臨時議長の職務は全部終了致しました。ご

協力、本当にありがとうございました。 

杉本議長、議長席へお着き下さい。 

 

（会期の決定） 

○議長（杉本邦雄議長）日程第４、会期の決定を議題と致します。お諮り致します。

本臨時会の会期は、本日１日間に致したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間に決定

致しました。 
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（ 副 議 長 選 挙 ） 

○議長（杉本邦雄議長）日程第５、選挙第２号、副議長の選挙を行います。お諮り

致します。選挙の方法については、地方自治法第１１８条２項の規定により、指名

推薦にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦にする

ことに決定しました。 

指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）異議なしと認めます。よって議長において指名することに

決定しました。 

それでは指名致します。副議長に 津川 均 君を指名致します。お諮り致します。

ただいま議長が指名しました 津川 均 君を副議長の当選人とすることにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました 津

川 均 君が副議長に当選されました。 

ただいま、副議長に当選されました、津川 均 君が議場にいらっしゃいますので

本席から会議規則第３３条２項の規定により告知致します。 

副議長に当選されました 津川 均 君から発言を求められておりますので、これを

許します。 

○副議長（津川  均副議長）ただいま、ご推薦を賜りました津川でございます。私

も元より、その器でもございませんし、まだまだ非才の身でございます。与えられ

た期間、皆さんのご指導をいただきながら一所懸命務めさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

議会は絶えず中立で、公正な目で判断をしなければならない、そのことを心掛け

ながら議会運営の中で努力をしてまいりますので、お願いしたいと思います。簡単

ですけれども、ご挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願い致します。 

 

（ 議 席 の 指 定 ） 

○議長（杉本邦雄議長）日程第６、議席の指定を行います。暫時休憩致します。 

１０時２６分  休憩 

 

１０時５５分  再会 
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○議長（杉本邦雄議長）再会致します。議席は、会議規則第４条第１項の規定によ

り、議長において指名致します。議席番号と指名を事務局長に朗読させます。 

○議会事務局長（谷口  勲局長）それでは、議席の番号を私の方から申し上げます。 

１番、津川  均議員。２番、横山忠男議員。３番、高田  勲議員。４番、大沼恒

雄議員。５番、絵内勝己議員。６番、上野敏夫議員。７番、橋場  守議員。８番、

中村保夫議員。９番、杉本邦雄議長。１０番、渡辺敏昭議員、であります。 

○議長（杉本邦雄議長）ただいま朗読したとおり議席を指定します。ここで休憩致

します。休憩中に指定の議席に移動をお願い致します。なお、再会は午後３時３０

分頃、考えておりますので、よろしくお願い致します。 

１０時５７分  休憩 

 

１５時３１分  再会 

（常任委員の選任） 

○議長（杉本邦雄議長）再会致します。日程第７、選任第１号、常任委員の選任を

行います。常任委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、総

務文教常任委員に３番、高田  勲議員。４番、大沼恒雄議員。５番、絵内勝己議員。

６番、上野敏夫議員。９番、杉本邦雄議員、の５名。 

産建民生常任委員会に１番、津川  均議員。２番、横山忠男議員。７番、橋場  守

議員。８番、中村保夫議員。１０番、渡辺敏昭議員の５名。以上のとおり指名した

いと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）異議なしと認めます。従って、ただいま指名しましたとお

り常任委員に選任することに決定しました。暫時休憩致します。 

１５時３２分  休憩 

 

１５時３２分  再会 

【議長除斥】 

（議長の常任委員の辞任） 

○副議長（津川  均副議長）再会致します。議長の常任委員の辞任についてを議題

と致します。ただいま、総務文教常任委員に選任されました議長から常任委員を辞

任したい旨の申し出がありました。議長はその職責上、どの委員会にも出席する権

利を有している他、可否同数の際における採決権等、議長固有の権限を考慮する時、

１個の委員会に委員として所属することは適当でないし、また、行政実例でも議長

については辞任を認めているところでありますので、総務文教常任委員を辞任した

いとするものです。辞任について許可することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○副議長（津川  均副議長）異議なしと認めます。従って、議長の総務文教常任委

員の辞任については許可することに決定致しました。暫時休憩致します。 

１５時３３分  休憩 

 

１５時３４分  再会 

（常任委員の所属の変更） 

○議長（杉本邦雄議長）再会致します。ただいま、産建民生常任委員の津川 均議員

から総務文教常任委員についても所属したいとの申し出があります。お諮り致しま

す。津川 均 君から申し出のとおり、産建民生常任委員会と兼ねて総務文教常任委

員会に所属することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）異議なしと認めます。従って、津川 均 君が産建民生常任

委員会と兼ねて総務文教常任委員会に所属することに決定しました。 

しばらく休憩致します。休憩中に各常任委員会では委員会を開催し常任委員長の

互選を行って下さい。 

１５時３５分  休憩 

 

１５時４５分  再会 

（常任委員長の互選） 

○議長（杉本邦雄議長）再会致します。諸般の報告を致します。休憩中に各常任委

員会において委員長、副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元に参

りましたので報告致します。 

総務文教常任委員会、委員長に大沼恒雄君、副委員長に高田 勲 君。 

産建民生常任委員会の委員長に中村保夫君、副委員長に渡辺敏昭君。以上のとお

り互選されました旨の報告がありました。 

 

（ 議会運営委員の選任 ） 

○議長（杉本邦雄議長）次に日程第８、選任第２号、議会運営委員の選任を行いま

す。議会運営委員については委員会条例第７条第１項の規定により、４番、大沼恒

雄議員。５番、絵内勝己議員。６番、上野敏夫議員。７番、橋場  守議員。８番、

中村保夫議員の５名を議会運営委員に指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）異議なしと認めます。従って、ただいま指名しましたとお

り、議会運営委員に選任することに決定しました。休憩します。休憩中に議会運営

委員会では委員会を開催し、委員長、副委員長の互選を行って下さい。 

１５時４７分  休憩 
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１５時５０分  再会 

（ 議会運営委員長の互選 ） 

○議長（杉本邦雄議長）再会致します。諸般の報告を致します。休憩中に議会運営

委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元

に参りました。報告致します。 

議会運営委員長に絵内勝己君、副委員長に上野敏夫君。以上のとおり互選されま

した旨の報告がありました。 

 

（一部事務組合議会議員の選挙） 

○議長（杉本邦雄議長）ここで議案の一括議題についてお諮り致します。この際、

一部事務組合議会議員選挙に関する、日程第９、選挙第３号から日程第１４、選挙

第８号までの６件を一括議題と致したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）異議なしと認めます。従って、選挙第３号から選挙第８号

までを一括して議題とすることに決しました。 

日程第９、選挙第３号、北空知給食組合議会議員の選挙について、から、日程第

１４、選挙第８号、空知教育センター組合議会議員の選挙について、の６件を一括

して議題と致します。 

お諮り致します。選挙の方法については、地方自治法１１８条の２項の規定によ

って指名推薦にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推薦に

決定しました。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、議長において指名するこ

とに決しました。順次指名致します。 

日程第９、選挙第３号、北空知給食組合議会議員に橋場  守議員、絵内勝己議員

を。 

日程第１０、選挙第４号、北空知衛生施設組合議会議員に上野敏夫議員を。 

日程第１１、選挙第５号、北空知衛生センター組合議会議員に高田  勲議員を。 

日程第１２、選挙第６号、北空知広域水道企業団議会議員に杉本邦雄議員、津川  

均議員を。 

日程第１３、選挙第７号、深川地区消防組合議会議員に渡辺敏昭議員を。 

日程第１４、選挙第８号、空知教育センター組合議会議員に西田篤正町長を。以
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上の方々をそれぞれ指名致します。お諮り致します。ただいま、議長において指名

しましたとおり、選挙第３号から選挙第８号までのそれぞれを当選者とすることに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました方々

がそれぞれ当選されました。 

 

（監査委員の選任） 

○議長（杉本邦雄議長）日程第１５、議案第２７号、監査委員の選任についてを議

題と致します。横山議員は、除斥の対象となりますので退場を求めます。 

【横山議員退場】 

議案第２７号の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（西田篤正町長）議案第２７号、監査委員の選任についてでありますけれど

も、本町、監査委員を次のとおり選任致したいので、地方自治法第１９６条第１項

の規定により議会の同意を求めるものであります。記と致しまして、今回の提案し

ます監査委員は、議員の内から選任する委員ということでご提案を申し上げたいと

いうふうに思います。 

提案する方につきましては、住所  沼田町字幌新７０番地、生年月日  昭和１３

年２月２３日生まれ６９歳、最終学歴は沼田高等学校卒業で、お名前につきまして

は、横山忠男氏でございます。農協の理事、あるいは当選以来３期目でありますけ

れども、総務文教常任委員長等を歴任されまして、正に適任者ということでご提案

申し上げますのでご承認方、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉本邦雄議長）説明が終わりました。お諮り致します。本案の質疑、討論

は省略したいと思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって本案の質疑、討論を省略す

ることに決しました。本案について採決致します。お諮り致します。議案第２７号

は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意

することに決しました。暫時休憩致します。 

１５時５６分  休憩 

 

１５時５７分  再会 

（ 議事日程の追加 ） 

○議長（杉本邦雄議長）再会致します。議事日程の追加について、お諮り致します。
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ただいま、発議第３号、議会広報特別委員会の設置について、他２件について追加

議案が提出されました。この際、これを日程に追加したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、日程第１６、発議第３号、

議会広報特別委員会の設置について。日程第１７、閉会中の所管事務調査の申し出

について。日程第１８、議員の派遣について。以上、日程に追加することに決しま

した。 

 

（議会広報特別委員会の設置） 

○議長（杉本邦雄議長）日程第１６、発議第３号、議会広報特別委員会の設置につ

いてを議題と致します。この際、本案の説明、質疑、討論を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって本案の説明、質疑、討論を

省略することに決しました。お諮り致します。発議第３号は決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、本案は原案とおり決しま

した。お諮り致します。ただいま、設置されました沼田町議会広報特別委員会委員

の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、議長において指名した

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、議会広報特別委員会の委

員に、３番、高田  勲議員。７番、橋場  守議員。８番、中村保夫議員。１０番、

渡辺敏昭議員の４名を指名致したいと思います。これにご異議ありませんか。ちょ

っと休憩致します。 

１６時００分  休憩 

 

１６時００分  再会 

○議長（杉本邦雄議長）再会致します。ご異議なしと認めます。よって、ただいま

指名しました４名の方を沼田町議会広報特別委員会委員に選任することに決しまし

た。 

ここで休憩を致します。休憩中に委員会を開催し、委員長の互選を行って下さい。 

１６時０１分  休憩 
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１６時０５分  再会 

○議長（杉本邦雄議長）再会致します。諸般の報告を致します。休憩中に議会広報

特別委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果が議長の手元

に参りましたので報告致します。 

議会広報特別委員会委員長に橋場 守 君、副委員長に中村保夫君、以上のとおり

互選されました旨の報告がありました。 

 

（閉会中の所管事務調査の申し出） 

○議長（杉本邦雄議長）日程第１７、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議

題と致します。お諮り致します。本件は議会運営委員会が今任期中、閉会中の所管

事務調査の申し出であります。説明を省略し、これを許可することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、本件は許可することに決

しました。 

 

（議員の派遣） 

○議長（杉本邦雄議長）日程第１８、議員の派遣についてを議題と致します。お諮

り致します。本件は記載のとおり派遣であります。説明を省略し、これを許可する

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、本件は許可することに決

しました。 

 

（閉会宣言） 

○議長（杉本邦雄議長）以上で、本臨時会に付議された案件は、すべて終了致しまし

た。これにて、平成１９年沼田町議会第１回臨時会を閉会致します。ご苦労様でした。 

１６時０７分 閉会 
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会議の経過を記載し、その内容に相違ないことを証するためにここに署名する。 
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